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おもな内容
一般質問……………………２、３面

議案等の概要と審議結果………４面

委員会活動………………………５面

区議会からのお知らせ…………６面

『固定資産税・都市計画税の軽減措置の継
続を求める意見書』
東京都に対し、以下の事項を平成25年
度以降も継続するよう要望する。①小規模
住宅用地に対する都市計画税の軽減措置②
小規模非住宅用地に対する固定資産税・都
市計画税の減免措置③商業地等における固
定資産税・都市計画税について、負担水準
の上限を65％に引き下げる軽減措置

第４回定例会で決定した
意見書（要旨）

平成24年は、厳しい経済状況が続く年でした
が、オリンピック・パラリンピックでの選手の健闘
や、ノーベル賞受賞など、全国に希望を与えてくれ
た一年でもありました。
区政においては、スカイツリー開業にあわせた
様々な記念事業、浅草文化観光センターのリニューアルオープン、安全で安心
なまちづくりや子育て環境の整備など、力を尽くしてきたところです。
課題が山積したこの一年でしたが、議員の皆様のご支援・ご協力により区政
を着実に推進することができました。心から御礼申し上げます。

12月18日、第４回定例会最終日の本会議で、吉住区長
から平成24年掉尾のあいさつがありました。以下はそ
の要旨です。

台東区議会は、平成24年第４回定例会を、11月26日から12月18日まで23日間にわたって開催しました。
今定例会では、区政に対する各会派の一般質問が行われました。
また、『固定資産税・都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書』など議案11件を可決したほか、皆さんから提出された陳
情９件を審議しました。

『固定資産税・都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書』など議案11件を可決

● 区政調査研究費の公表 ●
台東区議会では、議会改革の取り組みの一つとして、区政調査研究費の会派別の収支状況を公表いたします

平成24年度上期（４月～９月）の会派別状況
　平成24年度上期（４月～９月）の区政調査研究費の各会派別の状況は
次のとおりです。

会派名

経費項目

自由民主
党・無所
属の会
（９名）

区民
クラブ
（８名）

公明党
（５名）

みんなの
党・無所
属クラブ
（５名）

日本
共産党
（４名）

無所属の
会・台東
（１名）

研究研修費 236,400 116,520 0 26,000 97,300 0

調 査 旅 費 1,686,315 2,104,026 572,610 5,655 0 5,655

資料作成費 3,925 0 0 0 711,400 0

資料購入費 268,989 190,033 181,800 151,736 313,637 4,800

広 報 費 159,769 47,017 612,990 25,000 326,816 606,580

広 聴 費 749,600 133,070 237,000 139,000 9,680 8,000

交通通信費 2,362,794 1,405,355 806,049 497,647 383,956 215,810

人 件 費 240,000 0 0 792,000 0 0

事 務 費 397,503 1,120,564 817,148 1,047,844 1,533,558 15,624

支出額（A） 6,105,295 5,116,585 3,227,597 2,684,882 3,376,347 856,469

交付額（B） 6,750,000 6,000,000 3,750,000 3,750,000 3,000,000 750,000

差引額
（B）−（A）

644,705 883,415 522,403 1,065,118 △376,347 △106,469

＊�各会派への交付額は、1人あたり月額125,000円に会派人数を乗じた月数分
で算出されます。
＊各会派の支出額が、交付額を下回った場合は、区に返還されます。

領収書等関係書類の閲覧
　各会派が支出した区政調査研究費の領収書、報告書等の関係書類について
は、情報公開請求の手続きにより、閲覧をすることができます。

区政調査研究費とは
　地方自治法や「東京都台東区議会区政調査研究費の交付に関する条例」に基
づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会
派に対し交付するものです。

区政調査研究費の使途
　交付された区政調査研究費は、使途基準に従い必要な経費に限定して支出する
ことができます。

経費項目 説　　　明（主な使途基準）

研究研修費 研究会や研修会を開催、又は参加に要する経費

調 査 旅 費 先進地調査又は現地調査に要する経費

資料作成費 資料の作成に要する経費

資料購入費 図書、資料等の購入に要する経費

広 報 費
調査研究活動、議会活動及び区の政策について区民に報告し、
PRするために要する経費

広 聴 費
区民等から区政及び会派の政策等についての要望、意見を収集す
るために要する経費

交通通信費 日常的な調査研究活動に係る交通、通信に要する経費

人 件 費 補助職員を雇用する経費

事 務 費 会派の事務運営に要する経費

　次のような経費に支出することは認められません。
・選挙活動、政党活動、私的な活動に属する経費
・慶弔、見舞い、餞別等の交際的経費
・議員だけが出席する会議に要する経費や専ら飲食のみに要する経費


